
令和 3年度 

宗像市社会福祉協議会職員（障害者生活支援センター事業担当）募集要項 

 

１ 募集内容 

（１）採用区分 正規職員 

（２）採用人数 1名 

（３）職務概要 

  社会福祉法人宗像市社会福祉協議会が行う宗像市障害者生活支援センターの業務全般 

（※夜間時間外電話対応あり） 

  ①宗像市指定相談支援事業所業務 

  ・障がいがある人やその家族を対象とした生活全般に関する相談支援業務 

  ②基幹相談支援センター業務 

  ・相談支援専門員などの障がい福祉関係者への助言及び医療など専門機関との連携 

  ・総合的、専門的な相談支援業務 

  ・障害者自立支援協議会の企画・運営 

  ③障害者虐待防止センター業務 

  ・障がい者虐待に関する通報・届出の受理及び相談・指導・助言 

  ・障がい者虐待防止に関する研修などの企画及び広報・啓発活動 

（４）資格要件等 

  ①社会福祉士及び相談支援専門員の両方の資格を有し、障がい者の相談業務での実務経験があ

る人 

  ②パソコン（ワード、エクセル）の基本的な操作が可能な人 

  ③普通自動車免許（ＡＴ可） 

  

２ 応募 

（１）応募締切 令和４年１月３１日（月）午後５時必着 

（２）提出書類 ①履歴書（市販用紙可） 

②職務経歴書 

③作文「私の考える障がい福祉の課題と相談支援のあり方」について 

（1,200字以内） 

（３）提出及び問い合わせ 

        住所 〒811-3437 宗像市久原１８０番地 メイトム宗像内 

                 社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会 宛 

        電話番号 ０９４０－３７－１３００【担当 荻野・北原】 

        ホームページ http://www.syakyo.munakata.com/ 

         

 

 



３ 採用試験 

 （１）書類選考 令和４年２月７日（月）予定 

         ※書類選考終了後、直ちに面接試験対象者に電話連絡します。 

 （２）面接試験 令和４年２月２０日（日）予定 

         ※２月２５日（金）までに試験結果を書面にて通知します。 

 （３）試験会場 宗像市久原１８０番地メイトム宗像（市民活動交流館）内会議室 

 

４ 採用予定年月日 

 令和４年４月１日（原則１年間は試用期間） 

 

５ 労働条件等 

 （１）給 与  宗像市社会福祉協議会職員給与規程等に基づいて支給 

         初任給の例 １５０，６００円～２０６，３００円 

         （※最終学歴、職歴により幅があります。） 

 （２）昇 給  勤務成績良好等につき、本会給与規程により、年 1回昇給 

 （３）諸手当  地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末勤勉手当、 

時間外・休日勤務手当 

 （４）保 険  健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等 

 （５）就業時間 ８：３０～１７：００（休憩時間 45分） 

 （６）休 日  土日、祝日、12月 29日から 1月 3日までの間、夏季休暇 5日 

 （７）就業場所 宗像市東郷 1丁目 1番 1号 宗像市役所内 

 

６ その他 

 ・提出された書類は、最終合格者発表後に返却します。 

 ・本会の実施事業等は、ホームページをご覧ください。 

 

【会場案内図】 

 

 

 

 


